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企業における生徒実習（以下「企業実習」という。）については、以下の事項に留意し、実りある

ものとなるようにご協力をお願いします。 

１ 企業実習の事前準備 

(1) 実習を行う生徒は、全員が傷害保険及び賠償責任保険に加入してください。 

(2) 企業から、実習できるテーマが示されるので、それに基づいてテーマ別生徒名簿を総合教育

センター（以下「センター」という。）に提出してください。 

(3) 企業実習を行う企業の場所を確認し、学校・企業・センターへの経路について確認をしてく

ださい。 

(4) 「企業実習の手引き」の読み合わせをしておいてください。 

(5) 企業にて昼食を希望する場合、企業の指示に従って申し込んでください。 

２ 食事・休憩 

(1) 食事や休憩の場所及び時間は、企業の担当者の指示に従うよう指導してください。 

(2) 飲食は、指定された場所以外で行わないよう指導してください。 

(3) 持ち込んだゴミは、全て持ち帰るよう指導してください。 

(4) 昼食時も生徒指導をお願いします。 

３ 服   装 

(1) 企業は、安全第一で行っています。衣服から紐などが出ていたり、乱れていたりすると機械

に巻き込まれる事も予想されますので指導をお願いします。 

(2) 安全靴が必要な企業実習もあります。生徒が持っていない場合は、センターにご相談くださ

い。 

４ 生徒指導など 

(1) 健康上・指導上必要と思われる事項については、学校引率職員とセンター職員で事前に連絡

を取り合い、連携を密にしてください。 

(2) 企業実習の間、適宜巡回し、生徒の様子を観察してください。体調不良等がありそうな場合

は、企業担当者の了解をとり、対応してください。 

(3) 企業では、時間のロスが損失につながるということを生徒に十分理解させ、企業担当者の説

明をしっかり聞くように指導してください。また、企業担当者の説明中は、理解できたかでき

なかったか態度をはっきり表現し、十分理解できない場合は、もう一度説明して頂くようにし

てください。中途半端な理解で行うと、重大な過失を招く恐れがあります。 

(4) 企業実習終了後、生徒にアンケートをセンターからお願いしますので、必ず、筆記用具を持

参させてください。企業側からもアンケートの依頼がある場合もあります。また、学校引率職

員にもセンターからアンケートをお願いします。 

５ 緊急事態への対応 

(1) 家庭や学校管理職への連絡手順を明確にし、把握しておいてください。 

(2) 企業担当者にすぐ連絡してください。また、センター職員にもお知らせください。 

(3) 主な緊急事態を想定し、その対処方法を確認するとともに、学校引率者とセンター職員との

連携方法について確認をしてください。 

 



 
企業実習の手引き 

～ 企業において実習をする皆さんへ ～ 

長野県総合教育センター 

企業実習は、工業高校の生徒が実際の産業社会を体験できる大切な機会です。企業の方も貴重な

時間を割いて皆さんの指導にあたってくださいます。企業実習が多くの人のご厚意に支えられて実

現していることを十分認識し、有意義な実習としてください。 

 

（実習全般） 

１ 実習は、指導者の指示を遵守して行ってください。 

２ 作業方法等がわからない場合は、勝手な判断をせず、指導者に確認してください。 

３ 企業の方のご厚意に応えるためにも、誠意を持った、まじめな態度で実習に取り組んでくださ

い。 

４ せっかくの機会ですので、多くのことを体験し、吸収できるよう、積極的に行動してください。 

 

（施設・設備） 

１ 機器は指導者の指示に従って、正しく丁寧に使用してください。 

２ 機器の操作を誤った場合は、自分で解決しようとせず、すぐに指導者に報告して指示を仰いで

ください。 

３ 作業終了時は、指導者の指示に従って整理・整頓を行ってください。 

４ 定められた場所以外には無断で立ち入らないでください。 

５ 定められた機械・設備以外には手を触れないでください。 

 

（服  装） 

１ 学校規定の作業着を着用してください。また、必要に応じて、作業用帽子なども着用してくだ

さい。 

２ スニーカー等の作業に適した靴を履いてください。サンダル、スリッパ等、安全上もしくは作

業上不適切な履き物は禁止します。また、指示があった場合は、安全靴を履いてください。 

３ 髪の毛は、必要に応じて、作業の妨げにならないよう束ねてください。 

 

（昼  食） 

１ 企業の食堂が利用できます。社員の迷惑にならないよう、礼儀正しく利用してください。 

２ 弁当等を持参した場合も、食堂を利用してください。 

３ 外から持ち込んだ飲食物のゴミは、自分で持ち帰ってください。 

４ 許可されている場所以外での飲食は、禁止します。 

 

（そ の 他） 

１ 実習中の外出は、原則として禁止します。 

２ 携帯電話等の使用は、禁止します。 

３ 具合が悪くなった場合は、引率の先生に申し出てください。 

 

生徒用 


